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は
じ
め
に

ク
ロ
ー
ン
技
術
の
規
制
に
つ
い
て

は
、
大
き
く
分
け
て
二
つ
の
流
れ
が
存

在
し
て
い
ま
す
。

一
つ
は
、
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
及

び
ド
イ
ツ
に
代
表
さ
れ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
主
要
国
に
お
け
る
規
制
で
あ
り
、
一

九
七
八
年
の
初
の
体
外
受
精
児
の
誕
生

を
契
機
と
し
て
十
年
近
い
議
論
が
行
わ

れ
た
結
果
、
整
備
さ
れ
た
体
外
受
精
等

の
生
殖
医
療
の
在
り
方
に
つ
い
て
の
規

制
の
枠
組
み
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
動
き

で
す
。
こ
れ
ら
の
国
で
は
、
ク
ロ
ー
ン

人
間
の
産
生
に
つ
い
て
も
、
生
殖
医
療

と
同
様
に
人
を
産
み
出
す
技
術
と
し
て

規
制
さ
れ
て
い
ま
す
。

も
う
一
つ
は
、
一
九
九
七
年
の
ク
ロ

ー
ン
羊
ド
リ
ー
誕
生
の
発
表
を
受
け
、

ク
ロ
ー
ン
人
間
の
禁
止
を
含
め
た
ク
ロ

ー
ン
技
術
の
規
制
を
先
行
さ
せ
る
動
き

で
す
。

日
本
に
お
い
て
は
、
一
九
九
七
年
か

ら
始
ま
っ
た
科
学
技
術
会
議
生
命
倫
理
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施策
の
紹介

諸
外
国
の
ク
ロ
ー
ン
技
術
に
関
す
る

規
制
の
現
状

サ
ミ
ッ
ト
や
ユ
ネ
ス
コ
（
国
連
教
育
科
学
文
化
機
関
）
と
い
っ
た
国
際
的
な
場
で
も
言
及
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

ク
ロ
ー
ン
人
間
の
産
生
は
禁
止
す
べ
き
で
あ
る
と
の
考
え
方
は
各
国
と
も
共
通
で
す
。

し
か
し
、
ク
ロ
ー
ン
技
術
及
び
そ
の
関
連
技
術
に
つ
い
て
、
ど
こ
ま
で
を
認
め
、

ど
こ
か
ら
を
禁
止
す
る
の
か
と
い
う
線
の
引
き
方
に
つ
い
て
は
、

各
国
の
文
化
的
、
宗
教
的
、
政
治
的
背
景
な
ど
に
よ
り
異
な
っ
て
い
ま
す
。
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委
員
会
な
ど
で
の
検
討
を
踏
ま
え
、
ク

ロ
ー
ン
人
間
等
の
産
生
に
対
し
て
は
重

罰
を
も
っ
て
禁
止
す
る
一
方
で
、
個
体

の
産
生
に
至
ら
な
い
研
究
に
つ
い
て
は

厳
格
な
規
制
の
下
で
認
め
る
「
ヒ
ト
に

関
す
る
ク
ロ
ー
ン
技
術
等
の
規
制
に
関

す
る
法
律
」
が
二
〇
〇
〇
年
十
一
月
に

成
立
し
て
い
ま
す
。

各
国
の
状
況

①
イ
ギ
リ
ス

イ
ギ
リ
ス
で
は
、
一
九
九
〇
年
に
成

立
し
た
「
ヒ
ト
受
精
・
胚は
い

研
究
法
」
に

よ
り
、
生
殖
医
療
及
び
ヒ
ト
胚
の
研
究

利
用
全
般
が
規
制
さ
れ
て
い
ま
す
。

ヒ
ト
胚
の
作
成
、
保
存
、
研
究
等
は
、

ヒ
ト
受
精
・
胚
機
構
（
Ｈ
Ｆ
Ｅ
Ａ
）
に

よ
る
許
可
制
で
あ
り
、
ド
リ
ー
誕
生
後

に
ク
ロ
ー
ン
胚
の
作
成
を
許
可
し
な
い

方
針
を
打
ち
出
す
こ
と
で
、
ク
ロ
ー
ン

人
間
の
産
生
を
規
制
し
ま
し
た
。
本
法

律
は
、
二
〇
〇
一
年
に
個
体
の
産
生
に

至
ら
な
い
ク
ロ
ー
ン
胚
の
研
究
を
認
め

る
方
向
で
改
正
さ
れ
て
い
ま
す
。

②
ド
イ
ツ

ド
イ
ツ
で
は
、
受
精
の
瞬
間
か
ら
人

の
生
命
が
始
ま
る
と
の
考
え
方
の
下

に
、
一
九
九
〇
年
に
成
立
し
た
「
胚
保

護
法
」に
よ
り
規
制
を
行
っ
て
い
ま
す
。

ヒ
ト
の
胚
・
配
偶
子
の
生
殖
医
療
及
び

研
究
へ
の
利
用
の
規
制
に
つ
い
て
定

め
た
本
法
律
で
は
、
生
殖
医
療
に
お

け
る
禁
止
事
項
、
遺
伝
子
改
変
の
禁

止
、
ク
ロ
ー
ン
胚
の
作
成
及
び
そ
の

母
胎
移
植
の
禁
止
等
を
明
示
し
て
い

ま
す
。

③
フ
ラ
ン
ス

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
人
体
の
不
可
侵
を

基
本
理
念
と
し
、
一
九
九
四
年
に
成
立

し
た
「
生
命
倫
理
法
」
に
よ
っ
て
、
臓

器
移
植
、
生
殖
医
療
、
遺
伝
子
関
連
技

術
等
の
先
端
医
療
技
術
全
般
を
規
制
し

て
い
ま
す
。

こ
の
枠
組
み
の
中
に
は
、
研
究
目
的

に
よ
る
ヒ
ト
胚
の
作
成
の
禁
止
規
定
や

優
生
学
的
処
置
の
禁
止
規
定
が
あ
り
、

そ
こ
か
ら
ク
ロ
ー
ン
胚
の
作
成
、
ク
ロ

ー
ン
人
間
の
産
生
は
禁
止
と
解
釈
さ
れ

て
い
ま
す
。

④
ア
メ
リ
カ

ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
ク
リ
ン
ト

ン
大
統
領
（
当
時
）
が
ク
ロ
ー
ン
人
間

の
産
生
に
関
し
て
は
連
邦
資
金
に
よ
る

助
成
を
行
わ
な
い
旨
の
指
示
を
出
し
、

予
算
関
連
法
案
に
お
い
て
も
同
様
の
制

限
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

一
九
九
七
年
に
大
統
領
の
諮
問
機
関
で

あ
る
国
家
生
命
倫
理
諮
問
委
員
会
（
Ｎ

Ｂ
Ａ
Ｃ
）
が
ク
ロ
ー
ン
技
術
の
規
制
に

関
す
る
報
告
書
を
受
け
て
、
同
年
議
会

に
提
出
さ
れ
た
ク
ロ
ー
ン
人
間
産
生
を

禁
止
す
る
法
律
案
は
廃
案
と
な
り
、
民

間
資
金
に
よ
る
実
施
に
関
し
て
は
連
邦

レ
ベ
ル
の
規
制
は
存
在
し
ま
せ
ん
（
州

法
と
し
て
は
数
州
に
お
い
て
禁
止
さ
れ
て

い
ま
す
）。

⑤
韓
国

韓
国
で
は
、
一
九
九
八
年
に
そ
の
中

で
ク
ロ
ー
ン
技
術
を
規
制
す
る
こ
と
を

内
容
と
し
た
「
生
命
工
学
育
成
法
」
の

改
正
案
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
が
、
議
会

の
会
期
満
了
に
伴
い
廃
案
と
な
り
、
い

ま
だ
規
制
法
は
存
在
し
て
い
ま
せ
ん
。

⑥
イ
ス
ラ
エ
ル

イ
ス
ラ
エ
ル
で
は
、
生
殖
細
胞
の
遺

伝
子
改
変
や
ク
ロ
ー
ン
個
体
産
生
な
ど

の
遺
伝
的
介
入
を
五
年
間
の
モ
ラ
ト
リ

ア
ム
で
禁
止
す
る「
反
遺
伝
子
介
入
法
」

が
一
九
九
八
年
に
成
立
し
ま
し
た
。

国
際
機
関
等
の
対
応

国
際
的
に
も
、
Ｗ
Ｈ
Ｏ
（
世
界
保
健

機
関
）
の
「
ク
ロ
ー
ン
技
術
に
関
す
る

決
議
」（
一
九
九
七
年
）、「
デ
ン
バ
ー
・

サ
ミ
ッ
ト
首
脳
宣
言
」（
一
九
九
七
年
）、

ユ
ネ
ス
コ
「
ヒ
ト
ゲ
ノ
ム
と
人
権
に
関

す
る
世
界
宣
言
」（
一
九
九
七
年
）
な
ど

で
、
ク
ロ
ー
ン
人
間
の
産
生
は
認
め
ら

れ
な
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
欧
州
評
議
会
で
は
、「
生
物

医
学
条
約
追
加
議
定
書
」
を
定
め
、
ク

ロ
ー
ン
技
術
に
よ
る
人
個
体
の
産
生
を

禁
止
し
て
い
ま
す
。

（
文
部
科
学
省
）

特集
クローン技術と生命倫理
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